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告 示 

 

三重県告示第 106 号 

 家畜伝染病予防法（昭和 26 年法律第 166 号）第 9 条の規定に基づき、次のとおり消毒を命ずるので、家畜伝染

病予防法施行規則（昭和 26 年農林省令第 35 号）第 15 条ただし書の規定により告示します。 

  令和元年 6 月 14 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  実施の目的 

  県内における緊急的な豚コレラの発生予防のため 

2  実施する区域並びに実施の対象となる家畜の種類及び範囲 

(1) 実施する区域 

    三重県全域 

(2) 実施の対象となる家畜の種類及び範囲 

飼養頭数が 6 頭以上の全ての養豚農場（いのししを含む。以下同じ。）その他家畜保健衛生所長が必要と認

める養豚農場 

3  実施の期日 

  令和元年 6 月 20 日から令和 2 年 3 月 31 日まで 

4  消毒方法 

  消石灰の農場内（豚舎周囲及び農場外縁部）散布 
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